
広 報 さ い 平成 年 月号

月 【事 件】なし 【事 故】なし

最近、 未公開株 社債 などの取引に関するトラブルや、法外な価格の商品を強引に売りつ
ける訪問販売、自宅に突然押しかけて貴金属類を強引に買い取る訪問購入に関するトラブルが多
く発生しています。

こんな勧誘文句にご用心
次のような勧誘文句は詐欺商法の可能性が大です。特に、電話での勧誘の場合は、その場で
契約したり、あいまいな返事はせず、一旦電話を切って、早めに家族や警察、公的機関に相談
してください。
冷静に考えるとどこかおかしい話だとわかります。
有名な仏師が彫った仏像です。私の代わりに買ってもらえませんか。 倍の値段で買い取り
ます。
（注文していないのに）確かに注文されてますよ。こちらで住所や名前がわかるんです。キャ
ンセルはできません。
（突然訪問し）宝石のリサイクルショップからきました。いらない貴金属はありませんか。
買い取ってあげましょう。
もうけ話を安易に信じないで、一旦電話を切って冷静になりましょう。
一人で悩んだり、抱え込まず、早めに家族や周りの人に相談を。

月 日（日）から 月 日（水）まで、 夏の交通安全県民運動 が実施されます。


